
改 正 現 行

別表第一（第一条関係） 別表第一（第一条関係）
一 永久標識の形状 一 永久標識の形状

１ 三角点標石又はこれに代わる標識 １ 三角点標石又はこれに代わる標識
イ 一等三角点標石 イ 一等三角点標石

この標石は、一個の柱石と二個の盤石からなり、下方の盤石の位置は、上方の盤石の下方約三十センチ この標石は、一個の柱石と二個の盤石とからなり、下方の盤石の位置は、上方の盤石の下方約三十セ
メートルとする。ただし、基線標石の上に設置する場合においては、下方の盤石は、置かないものとす ンチメートルとする。ただし、基線標石の上に設置する場合においては、下方の盤石は、置かないもの
る。 とする。

ロ 二等（又は三等、四等）三角点標石 ロ 二等（又は三等、四等）三角点標石
この標石は、一個の柱石と一個の盤石からなり、三等、四等三角点標石の場合は、「二等」の代わり この標石は、一個の柱石と一個の盤石とからなり、三等、四等三角点標石の場合は、二等の代わりに

にそれぞれ「三等」、「四等」の文字を用いる。 それぞれ三等、四等の文字を用いる。

ハ 一等（又は二等、三等、四等）三角点金属標又は地殻変動観測点金属標 ハ 一等（又は二等、三等、四等）三角点金属標
二等、三等、四等三角点金属標の場合は、「一等」の代わりにそれぞれ「二等」、「三等」、「四等」 二等、三等、四等三角点金属標の場合は、一等の代わりにそれぞれ二等、三等、四等の文字を用い

の文字を用い、地殻変動観測点金属標の場合は、「地殻変動観測点」の文字を用いる。 る。
四等三角点金属標又は地殻変動観測点金属標の場合にあつては、十字の下方に標識番号を記載する。 四等三角点金属標の場合にあつては、十字の下方に標識番号を記載する。

（平面図） （平面図）

ニ 一等（又は二等）多角点標石
この標石は、一個の柱石と一個の盤石からなり、二等多角点標石の場合は、「一等」の代わりに ニ 一等（又は二等）多角点標石

「二等」の文字を用いる。 この標石は、一個の柱石と一個の盤石とからなり、二等多角点標石の場合は、一等の代わりに
二等の文字を用いる。
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ホ 一等（又は二等）多角点金属標 ホ 一等（又は二等）多角点金属標
二等多角点金属標の場合は、「一等」の代わりに「二等」の文字を用いる。 二等多角点金属標の場合は、一等の代わりに二等の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。 十字の下方に標識番号を記載する。

（平面図） （平面図）

ヘ 多角補点標
（削除） この標識は、一個のコンクリート柱からなる。

へ 天測点標識 ト 天測点標識
この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真 鍮 製又はステ この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真 鍮 製又はス

ちゆう ちゆう

ンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。 テンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。

ト 子午線標 チ 子午線標
この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真 鍮 製又はステ この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなりその上面に通常真 鍮 製又はス

ちゆう ちゆう

ンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。 テンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
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チ 電子基準点標識 リ 電子基準点標識
（略） （略）

(平面図） (平面図）

リ 超長基線電波干渉計観測点金属標 ヌ 超長基線電波干渉計観測点金属標
（略） （略）

２ 図根点標石又は方位標石若しくはこれに代わる標識 ２ 図根点標石若しくはこれに代わる標識又は方位標石若しくはこれに代わる標識
イ 図根点標石又は方位標石 イ 図根点標石又は方位標石

この標石は、一個の柱石からなり、方位標石の場合は、「図根点」の代わりに「方位標」の文字を用い この標石は、一個の柱石からなり、方位標石の場合は、図根点の代わりに方位標の文字を用いる。
る。
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（削除） ロ 標定点金属標
十字の下方に整理番号を記載する。

ロ 方位標陶器標 ハ 方位標陶器標

３ 水準点標石又はこれに代わる標識 ３ 水準点標石又はこれに代わる標識
イ （略） イ （略）
ロ （略） ロ （略）

ハ 二等（又は三等）水準点標石 ハ 二等（又は三等）水準点標石
この標石は、一個の柱石からなり、三等水準点標石の場合は、「二等」の代わりに「三等」の文字を この標石は、一個の柱石からなり、三等水準点標石の場合は、二等の代わりに三等の文字を用いる。

用いる。

ニ 基準水準点標石 ニ 基準水準点標石
この標石は、一個の柱石と地中標からなり、地中標は、クローム製金属標と硬石標各一個をコンクリ この標石は、一個の柱石と地中標とからなり、地中標は、クローム製金属標と硬石標各一個をコンク

ートで固定し、通常真 鍮 製又はステンレス製の箱をかぶせ、その上にふた石をのせる。 リートで固定し、通常真 鍮 製又はステンレス製の箱をかぶせ、その上にふた石をのせる。
ちゆう ちゆう

ホ 一等（又は二等、三等）水準点金属標又は電子基準点付属標 ホ 一等（又は二等、三等）水準点金属標
二等、三等水準点金属標の場合は、「一等」の代わりに「二等」、「三等」の文字を用いる。 二等、三等水準点金属標の場合は、一等の代わりに二等、三等の文字を用いる。

（平面図） （平面図）
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ヘ 験潮儀及び験潮場 ヘ 験潮儀及び験潮場
験潮場は、通常コンクリートを用いて建造し、験潮儀を収容する。 験潮場は、通常コンクリートを用いて建造し、験潮儀を収容する。

ト 基準（又は一等、二等）重力点金属標 ト 基準（又は一等、二等）重力点金属標
一等、二等重力点金属標の場合は、「基準」の代わりにそれぞれ「一等」、「二等」の文字を用い 一等、二等重力点金属標の場合は、基準の代わりに、それぞれ一等、二等の文字を用いる。

る。 十字の下方に標識番号を記載する。
十字の下方に標識番号を記載する。

（平面図） （平面図）

４ 基準（又は一等、二等）磁気点標石
この標石は、一個の柱石からなり、一等、二等磁気点標石の場合は、「基準」の代わりに ４ 基準（又は一等、二等）磁気点標石

それぞれ「一等」、「二等」の文字を用いる。 この標石は、一個の柱石からなり、一等、二等磁気点標石の場合は、基準の代わりに、
基準磁気点標石の場合は、地磁気を観測する施設を設置する。 それぞれ一等、二等の文字を用いる。

基準磁気点標石の場合は、地磁気を観測する施設を設置する。
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５ 基線尺検定標石 ５ 基線尺検定標石
この標石は、五十メートルの間隔に設ける二個の検定柱と、必要に応じ両検定柱を結ぶ直線上に設ける この標石は、五十メートルの間隔に設ける二個の検定柱と、必要に応じ両検定柱を結ぶ直線上に設け

一個又は数個の検定柱からなり、その上面に通常真 鍮 製又はステンレス製の指標を取り付ける。 る一個又は数個の検定柱とからなる。
ちゆう

６ 基線標石 ６ 基線標石
この標石は、一個の盤石、一個の台石及び一個の通常真 鍮 製又はステンレス製の点針からなり、点針は この標石は、一個の盤石、一個の台石及び一個の通常真 鍮 製又はステンレス製の点針とからなり、点針

ちゆう ちゆう

台石の中心に植え込み、その上にふた石をのせる。 は、台石の中心に植え込み、その上にふた石をのせる。

７ 菱形基線測点標識又はこれに代わる標識 ７ 菱形基線測点標識又はこれに代わる標識
イ 菱形基線測点標識 イ 菱形基線測点標識
（略） （略）

ロ 菱形基線測点金属標 ロ 菱形基線測点金属標
（略） (平面図） （略） (平面図）

８ 比較基線測点標識又はこれに代わる標識 ８ 比較基線測点標識又はこれに代わる標識
イ 比較基線測点標識 イ 比較基線測点標識
（略） （略）

ロ 比較基線測点金属標 ロ 比較基線測点金属標
（略） （略）

（平面図） （平面図）
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二 一時標識の形状 二 一時標識の形状
１ 測標 １ 測標

イ 三角点測標 イ 三角点測標
その一 その二 その一 その二 その三 その四

その三

この測標は、通常金属製の架台と測量機器を設置する基台からなり、架台には金属製の名板を取り付ける。

その四

この測標は、通常金属製の架台、測量機器を設置する基台、太陽光発電装置及び通信用機器からなり、
架台には金属製の名板を取り付ける。
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ロ 三角点簡易測標又は図根点簡易測標
（削除） その一 その二 その三

ロ 対空標識 ハ 対空標識
（略） （略）

２ 標杭 ２ 標くい
イ 標杭 この標くいは、中心くいと標示くいとからなり、中心くいの頂の中心に鉄くぎ又は円頭びょうを打ち入れ

この標杭は、中心杭と標示杭からなり、中心杭の頂の中心に鉄くぎ又は円頭 鋲 を打ち入れる。 る。
びよう

この図は、図根点標杭の例である。 この図は、図根点標くいの例である。

ロ 標 鋲
びよう

この標 鋲 は、コンクリート等で舗装した場所等に設置し、標 鋲 又は付属物に基本測量の標識である
びよう びよう

こと及び国土地理院の表示をする。
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三 仮設標識の形状 三 仮設標識の形状
１ 標旗 １ 標旗
（略） （略）

２ 仮杭 ２ 仮くい

この図は、三角点仮杭の例である。 この図は、三角点仮くいの例である。

備 考 備 考
一 この表における測量標の形状は、基本測量の測量標の形状を示したものであり、公共測量の測量標については、 一 この表における測量標の形状は、基本測量の測量標の形状を示したものであり、公共測量の測量標につい

「基本」の文字に代え「公共」の文字を、「国土地理院」又は「国地院」の文字に代え当該測量計画機関の名称又 ては、「基本」の文字に代え「公共」の文字を、「国土地理院」又は「国地院」の文字に代え当該測量計画機
は略称を表示する文字を記入する。 関の名称又は略称を表示する文字を記入する。

また、金属標及び付属標については、「この測量標を移転汚損すると測量法により罰せられます」の文字 また、金属標及び付属標については、「この測量標を移転き損すると測量法により罰せられます」の文字
に代え、測量標を保全するため適切な文字を記入することができる。 に代え、測量標を保全するため適切な文字を記入することができる。

二 柱石は、その側面がそれぞれ東西南北に面するように設置し、東面には「基本」又は「公共」の文字を、西面 二 柱石は、その側面がそれぞれ東西南北に面するように設置し、東面には基本又は公共の文字を、西面には
には「国土地理院」若しくは「国地院」の文字又は当該測量計画機関の名称若しくは略称を表示する文字を、南面 当該測量計画機関の名称又は略称を表示する文字を、南面には標石の種類を、北面には標石の番号をそれぞれ
には標石の種類を、北面には標石の番号をそれぞれ記入する。 記入する。

三～四 略 三～四 略
五 金属標又は付属標は、通常真 鍮 製又はステンレス製とし、金属製の棒又はコンクリート等で固定する。 五 金属標又は付属標は、通常真 鍮 製又はステンレス製とする。

ちゆう ちゆう

六～七 略 六～七 略
八 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。
九 永久標識の寸法は、おおむね次の表のとおりとする。 八 永久標識の寸法は、おおむね次の表のとおりとする。
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１ 標石（その一） １ 標石（その一）
標石（その二） 標石（その二）

基線尺検定標石 基線尺検定標石
標石（その三） 標石（その三）

基線標石 基線標石
標石（その四）

天測点標識又は菱形基線測点標識

２ 標識
天測点標識又は菱形基線測点標識

一
等
水
準
点
標
石

基
準
水
準
点
標
石
・

一
等
水
準
交
差
点
標
石
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３ 金属標及び付属標 ２ 金属標及び付属標

（単位は、センチメートル）
（単位は、センチメートル）

４ 方位標陶器標 ３ 陶器標
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別表第一の二(第一条の二関係) 別表第一の二(第一条の二関係)
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別表第一の三（第一条の三関係）
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別表第六（第六条関係） 別表第六（第六条関係）
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別表第九の五（第九条の五関係） 別表第九の五（第九条の五関係）

※表中「A二版」を「A2」とする
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別表第九の六（第九条の十一関係）
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別表第十六（第十八条関係） 別表第十六（第十八条関係）

（略） （略）


